
令和 5年 4月 11日 

各 位 

日 本 貸 金 業 協 会 

警視庁からの「特殊詐欺被害防止月間」に関する周知要請について 

今般、警視庁から「特殊詐欺被害防止月間」に関する周知要請がありました

のでお知らせいたします。 

警視庁では、本年 4月の 1ヶ月間を「特殊詐欺被害防止月間」として、被害防止

と検挙の両面から各種対策を推進することとしております。 

特殊詐欺をはじめとする犯罪被害を１件でも多く減らすためには、官民が一体

となった取組が不可欠であり、是非、別添のチラシを活用するなどしてご家族やご

親戚の方々にもお伝えいただき、この運動が社会に浸透するようご協力いただき

ますようお願いいたします。 

なお、詳細につきましては下記の関連ページをご参照ください。 

［関連ページ］警視庁ホームページ 

 特殊詐欺根絶アクションプログラム・東京

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/e_learning.html 

 ＃BAN 闇バイト

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/yami_arbeit/ban_yamiarbeit.html 

以上 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/e_learning.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/yami_arbeit/ban_yamiarbeit.html


警視庁生活安全部



一度でも闇バイトをしてしまうと･･･

TwitterやInstagramなどのSNSやインターネット掲示板などで、短時間
で高収入が得られるなど甘い言葉で募集しています

闇バイトとは･･･

闇バイトに手を出さないために
アルバイトを探すときは※「裏バイト」「高額」「即日現金」など

甘い言葉にだまされないでください！

やめたいと思っても応募のときに送った身分証明書から「家に行く」「家族に危害

を加える」と犯罪組織から脅されて逮捕されるまでやめられません

闇バイトから抜け出せない･･･
脅されている･･･
申し込んでしまった･･･

今すぐ相談してください！

警察相談ダイヤル

＃９１１０

警視庁生活安全部

または最寄りの警察署へ

応募してしまうと、サギの受け子や出し子、強盗の実行犯など犯罪
組織の手先として利用され、犯罪者となってしまいます

逮捕されたあとに待ち受けるのは懲役や被害者への損害賠償

もちろん犯罪組織は助けてくれず闇バイトは使い捨てです

※罰則：サギ懲役10年以下・強盗懲役5年以上（最大20年）

怪しいと思ったら、友人や家族、警察に相談してください

楽をして大金を稼げるアルバイトは存在しません

こんな言葉に注意 ※ 「副業」「高額即金」「日給５万」「ハンドキャリー」
「書類を受け取るだけ」「行動確認・現地調査」等

ヤング･テレホン･コーナー
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